
議第１３号

高山市地区公園条例の一部を改正する条例について

高山市地区公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和８年２月２６日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

三川農村公園、村山農村公園及び三日町農村公園を廃止するため改正しようとする。



高山市地区公園条例の一部を改正する条例

高山市地区公園条例（平成１６年高山市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

別表第１（第２条関係）

名称 位置

尾崎城公園の項～宇津江２・３区農村公

園の項 （略）

宇津江農村公

園

高山市国府町宇津江５２

２番地３

三川農村公園 高山市国府町三川５１４

番地１

村山農村公園 高山市国府町村山６２６

番地１

三日町農村公

園

高山市国府町三日町２２

２番地

桜野公園の項～たから流路工河川公園の

項 （略）

別表第１（第２条関係）

名称 位置

尾崎城公園の項～宇津江２・３区農村公

園の項 （略）

宇津江農村公

園

高山市国府町宇津江５２

２番地３

桜野公園の項～たから流路工河川公園の

項 （略）

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。


